
新型インフルエンザ対策についての

平成21 年8 月13 日以降の暫定的方針

沖縄県新型インフルエンザ対策本部

現在の情勢

○県内では新型インフルエンザの感染が拡大している

○インフルエンザの流行は、以前のB 型主流からA 型に移行し、かつそのほとんど　

　が新型インフルエンザと推定される

○新型インフルエンザの病原性は、季節性のインフルエンザとほぼ同程度である

○４０歳代以下のほぼ全員が感受性者（感染する可能性がある）と思われ、今後も感 

　染の拡大が急速に進むものと考えられる

○今後の対策の目標は、社会機能を維持しつつ感染拡大のスピードを抑制すること 

　になる

主要な対策

○学校や保育所における急速な集団感染拡大を抑制するため、設置者に対して休

　業の要請を行う

○医療機関に対しては、今後は重症例や入院例についてPCR 検査を行い、それ

　にづく報告を求め、また院内感染事例の集団発生についても報告を求めることとす 

　る

○今後、県内の新型インフルエンザ流行状況は、学校や保育施設等の集団の管理

　者から情報を得るとともに、通常のインフルエンザ定点医療機関から週報で把握し

　ウイルスの亜型等の分析は新型インフルエンザの病原体定点医療機関から検体を 

　提出する

各論

（１） 今後のPCR 検査の実施基準と患者の届け出について

○現時点、本県ではクラスターサーベイランスの役割が終わり、重症者のサーベイラ 

ンスへ移行せざるを得ない状況となっている。個別的に新型かどうかを検査するの

はもはやほとんど意味がなく、簡易キットでA 型と診断されたものは、ほぼ新型イン

フルエンザとみなすべきである

○今後は医療機関から疑似症や集団発生事例の報告を積極的には求めず、重症例 

　や入院例などの特異な状況についてPCR 検査を実施し、報告を求めることとする。

○また、医療機関における集団感染に適切に対応するため、院内感染事例の集団

　発生について報告を求めることとする



（２） 学校や保育施設等における社会対応について

○学校については、１週間以内に医師からインフルエンザと診断された事例が、クラ

　スの約１割を超えた時点で、設置者と協議し、休業の検討を行う

○保育施設等（高齢者及び障害者施設の通所事業等を含む）については、１週間以

　内に医師からインフルエンザと診断された事例が複数発生した時点で、市町村や県 

　の主管課と協議し、休業の検討を行う

（３） タミフルの予防投薬の考え方

○新型インフルエンザの流行状況から予防投薬には限界があることを十分説明の上、

　個人負担を原則に実施する

（４） 院内感染対策について

○医療職は原則として業務中はサージカルマスクを着用することを勧める。

○インフルエンザ様症状で受診する際は、マスクを着用して来院することを医療機関

　側からも再度広報する

（５） 職場における対応について

○今般の新型インフルエンザへの対応として、感染症法第44 条の3 第2 項に基づく

　外出自粛要請（県知事が書面を持って行動制限を要請すること）がなされる可能性 

　は極めて低い

○しかし、職場内での急速な感染拡大は避けるべきであることから、従業員の同居家

　族が新型インフルエンザと診断された場合、職員は上司と相談し、休暇を取るなど、 

　可能な感染拡大防止行動に協力するようお願いする

○出勤する場合は、当該従業員に症状がない場合でも、他に感染を広げないように、

　マスクを着用することを勧める

※ これらの対策は、沖縄県の対応方針を暫定的に示したもので、遅くとも全保健所 

　　管内で、平成21 年8 月24 日までにこの方針に移行できるようにする。














